
提出書類チェックリスト（特例贈与認定申請） 

 

 中小企業庁ＨＰのマニュアルや添付資料、記載例を確認しましたか。 

 

【報告書 ２部】 

 年次報告書（第一種認定：様式第７の３、第二種認定：様式第７の４）･･･ 原本１部と

副本１部  

 押印は必要ありません。（添付書類の定款、株主名簿、従業員数の原本証明、従業員

数証明書、誓約書も同様） 

 宛名は「奈良県知事 殿」になっていますか。 

 贈与の日、特例贈与認定申請基準日、贈与税申告期限、特例贈与認定申請基準事業

年度を正しく記載していますか。 

 事業実態要件を満たすことにより、資産保有型会社及び資産運用型会社に該当しな

い場合は、（別紙１）『認定中小企業者の特定資産等について』の「認定申請基準事

業年度における特定資産等にかかる明細表」の（１）～（３０）に記載する必要は

ございません。 

 

【添付書類 各１部】※複数同時申請の場合、重複書類は１部のみの提出が可。 

 定款の写し･･･認定申請基準⽇時点における原本証明をしていますか。 

 株主名簿の写し･･･①贈与者が代表者であった期間のうちいずれかの時（贈与の直前に

代表者でない場合）、②贈与の直前、③贈与の時（贈与の直後）、④認定申請基準⽇にお

ける全ての時点での原本証明をしていますか。 

 履歴事項全部証明書の原本･･･認定申請基準⽇以降に発行されたものですか。 

 贈与契約書及び贈与税額の⾒込み額を記載した書類･･･・贈与税額の見込み額として、

１株当たりの評価額、その贈与により後継者が贈与を受けた株式数等、贈与税総額（⾒

込額）及び株式等に係る納税猶予額（⾒込額）、相続時精算課税の適⽤を受ける場合はそ

の旨を記載していますか。 

 従業員数証明書･･･贈与⽇の従業員数となっていますか。 

 従業員数証明書の証明書類 

 健康保険・厚生年金保険被保険者標準月額決定通知書 

 健康保険・厚生年金資格取得・喪失確認通知書等（標準報酬決定の手続き後、報告

基準日までの間に被保険者の増減があった場合に必要） 

 被保険者縦覧照会回答票（添付する場合、上記の健康保険・厚生年金保険にかかる

証明書類は添付不要） 

 「⽇雇労働者」や厚⽣年⾦保険または健康保険の適⽤事業所の平均的な従業員と比

較して労働時間が４分の３に満たない「短時間労働者」は常時使用する従業員から

除いてください。 

 



 厚生年金保険 70歳以上被用者は、厚生年金保険の被保険者ではありません。当該被

用者が健康保険の被保険者であり、常時使用する従業員であれば、健康保険被保険

者数としてカウントしてください。 

 その他資料（以下に該当する従業員がいる場合に必要） 

 ７５歳以上で、厚⽣年⾦保険及び健康保険の加⼊対象外である従業員がいる場

合は、２⽉を超える雇⽤契約書（正社員並みとしての雇⽤形態がわかるもの）及

び給与明細書など 

 使⽤⼈兼務役員である従業員がいる場合は、職業安定所に提出する兼務役員雇

⽤実態証明書、雇⽤保険の被保険者資格を証する書類、２⽉を超える使⽤⼈とし

ての雇⽤契約書及び使⽤⼈給与明細書など、使⽤⼈としての職制上の地位を証

する書類 

 

 贈与の日の３年前の日を含む事業年度以後の各事業年度分の決算関係書類等･･･決算書

類に加えて、《ケース１》では、「事業所の土地・建物の謄本または賃貸借契約書等の写

し」及び「報告基準事業年度の売買契約書や請求書等の写し」、《ケース２》では、特定

資産明細表を裏付ける書類 

 上場会社等及び⾵俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 

 特別⼦会社・特定特別⼦会社に関する誓約書（特定特別子会社がない場合も、その旨の

誓約書が必要） 

 贈与者・受贈者・その他の⼀定の親族の⼾籍謄本等 

 特例承継計画⼜はその確認書の写し 

 その他参考となる書類（必要な場合のみ） 

 返信宛先を明記した返信用レターパック等（切手を貼付する場合は、配達記録の残るも

の） 

 認定申請書のご担当者の氏名、電話番号、メールアドレスを記載した資料（名刺など） 


